
1. 指名停止措置業者名及び所在地

代表者職氏名

取締役　森本　州美

2. 指名停止措置期間

開始日 終了日

令和8年5月28日 ～ 令和8年6月10日 ２週間

3. 指名停止措置理由

指名停止措置の公表

商号及び名称 主たる営業所の所在地

有限会社森本建工 高知県南国市稲生１１１５－２

南国市が発注した建設工事において、受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に工事を完成
することができなかったため

南国市建設工事指名停止措置要綱第１条規定の別表第１の第４号（契約違反）に該当


